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○幌延町簡易水道事業給水条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、幌延町簡易水道事業給水条例（平成10年条例第４号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（給水装置の新設等の申込み） 

第２条 条例第４条に規定する給水装置の新設、改造、修繕、撤去の申し込みは、給水装置工事承認

申込書（別記第１号様式）により行わなければならない。 

第３条 削除 

（給水装置の口径） 

第４条 給水装置の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率等を考慮して適当な大きさに決めな

ければならない。 

（指定給水装置工事事業者証の交付） 

第５条 町長は、水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」という。）第16条の２第１項の指定を行

ったときは、速やかに幌延町指定給水装置工事事業者証（別記第２号様式）を交付する。 

２ 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は法第25条の11の指定の取消しを受け

たときは、幌延町指定給水装置工事事業者証を町長に返納するものとする。 

３ 指定給水装置工事事業者は、幌延町指定給水工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を

申請することができる。 

（指定等の公示） 

第６条 法第16条の２第１項の指定をしたとき及び法第25条の11第１項の指定を取り消したときは、

幌延町役場掲示板に掲示して公示する。 

（設計審査及び工事検査） 

第７条 指定給水装置工事事業者は、条例第６条第２項に規定する設計審査及び工事竣工後の工事検

査を受けるため、指定給水装置工事検査申請書（別記第３号様式）に設計図を添えて、申請しなけ

ればならない。 

２ 指定給水装置工事事業者は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれ

を行い、改めて町長の検査を受けなければならない。 

（町長による工事の施行） 

第８条 町長に給水装置工事の施行の申し込みがあったときは、町長は、速やかに係員を派遣し、現

地調査の上設計をなし工事費用の概算額及び施行上必要と認める事項を申込人に通知しなければな

らない。 

（工事費分納の承認） 

第９条 条例第10条に定める工事費の分納の承認を受けようとする者は、工事費の概算額の２分の１

以上を納付するときに、町長の認める保証人２人以上の連署による給水装置工事費分割納付承認申

請書（別記第４号様式）に分割納付証書（別記第５号様式）を添えて提出しなければならない。 

（給水装置の修理等） 

第10条 町長の施行した給水装置が、給水開始後80日以内に破損した場合の修理に要する費用は徴収

しない。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められたものは、この限

りでない。 

（給水契約の申込み） 

第11条 条例第15条に定める給水契約の申込みは、給水申込書（別記第６号様式）により行わなけれ

ばならない。 

（代理人等の選定届） 

第12条 条例第16条の規定による給水装置の所有者の代理人又は条例第17条の規定による管理人の選

定若しくは変更の届出は、代理人・管理人選定（変更）届（別記第７号様式）により行わなければ

ならない。 

（水道の使用中止、変更等の届出） 

第13条 条例第20条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 条例第20条第１項第１号、第２号及び第２項第１号の届出は、水道使用変更届（別記第８号
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様式）により行わなければならない。 

(２) 条例第20条第１項第３号及び第２項第２号の届出は、消火栓使用届（別記第９号様式）によ

り行わなければならない。 

（給水装置及び水質検査の請求） 

第14条 条例第23条第１項の規定による検査の請求は、給水装置・水質検査請求書（別記第10号様式）

により行わなければならない。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査） 

第14条の２ 条例第37条の３第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理

の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。 

(１) 水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理す

ること。 

(２) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者

が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査

を行うこと。 

（使用料区分の用途別内容） 

第15条 条例第25条に定める使用料区分の用途別内容は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 一般家庭用は、営業を伴わない普通家庭の日常生活に必要な水道水として使用するもの 

(２) 団体用は、官公署、学校、病院、会社、事務所その他これらに類似すると認めるもの 

(３) 営業用は、旅館、下宿、貸席、料理店、飲食店、豆腐、コンニャク製造業、染物、洗濯、写

真、冷菓製造、理容、美容、菓子製造、遊技場の各業その他これらに類似すると認めるもの 

(４) 工業用は、工場等の雑用水、消防用水、水産加工用品、氷用品、工事用水その他これらに類

似すると認めるもの 

（使用料区分の協議） 

第16条 前条第２号、第３号、第４号の各同一業栓において、営業の規模又は形態により著しく使用

水量に相違があると認めるものについては、町長の判定により使用料区分を協議決定する。 

（工事費等負担金の額の決定等） 

第16条の２ 町長は、条例第31条の２第１項の規定による給水の申し込みを受け、簡易水道事業の運

営に支障がないと認めたときは、次条の規定により工事費等負担金の額を決定し、当該申込者に通

知するものとする。 

２ 申込者は、前項の通知を受けたときは、町長の指定する日までに前項の工事費等負担金の全額を

納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、分納することができ

る。 

３ 既納の工事費等負担金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限

りではない。 

（工事費等負担金の額の算定） 

第16条の３ 条例第31条の２第２項に規定する工事費等負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計

額とする。 

(１) 設置に要する費用及びこれに付随する費用 

ア 工事請負費 

イ 調査設計費 

ウ 設計監理費 

エ その他の費用 

(２) 維持管理に要する費用 

ア 電力料 

イ その他の費用 

（水道係員の証票） 

第17条 給水装置等の検査を行う水道係員は、その証票（別記第11号様式）を携帯し使用者の請求に

応じ、これを掲示しなければならない。 

（委任） 

第18条 この規則の施行に関して必要な事項、その他必要ある場合は、町長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

（幌延町簡易水道事業給水条例施行規則等の廃止） 

２ 幌延町簡易水道事業給水条例施行規則（昭和38年規則第８号）及び幌延町簡易水道給水条例施行

細則（昭和38年細則第１号）は、廃止する。 

附 則（平成15年３月17日規則第６号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年９月18日規則第18号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第５条関係） 
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別記第３号様式（第７条関係） 
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別記第４号様式（第９条関係） 
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別記第５号様式（第９条関係） 

 
別記第６号様式（第11条関係） 
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別記第７号様式（第12条関係） 
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別記第８号様式（第13条関係） 
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別記第９号様式（第13条関係） 
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別記第10号様式（第14条関係） 
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別記第11号様式（第17条関係） 
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